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「科学的介護情報システム （ Ｌ Ｉ Ｆ Ｅ ）関連加算に関する基本的考え方並びに
事務処理手順及び様式例の提示について」より

【LIFE関連加算】

必見！解釈通知

令和3年介護報酬改定

栄養アセスメント編（通所・看多機）



• 通所、看多機における、栄養アセスメント加算の算定には、 L I F Eへのデータ
提出が必要です

• 提出頻度は3か月に１度です

• フィードバックに基づくPDCAサイクルが必要です

ポイント



⑴ Ｌ Ｉ ＦＥへの情報提出頻度について

入所者ごとに、ア及びイに定める月の翌月 10日までに提出すること。

ア 栄養アセスメントを行った日の属する月

イ アの月のほか、少なくとも３月に１回

なお、情報を提出すべき月について情報の提出を行えない事実が生じた場合、
直ちに訪問通所サービス通知第１の５の届出を提出しなければならず、事実が生
じた月のサービス提供分から情報の提出が行われた月の前月までの間について、
利用者全員について本加算を算定できないこと（例えば、４月の情報を５月 10
日までに提出を行えない場合は、直ちに届出の提出が必要であり、４月サービス
提供分から算定ができないこととなる。 ） 。

提出頻度



⑵ Ｌ Ｉ ＦＥへの提出情報について

利用者全員について、 「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔

管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示に

ついて」別紙様式５－１ （栄養スクリーニング・アセスメント・モニタリング（通所・

居宅） （様式例） ）にある「実施日」 「低栄養状態のリスクレベル」 「低栄養状態のリ

スク（状況） 」 「食生活状況等」 「多職種による栄養ケアの課題（低栄養関連問

題） 」及び「総合評価」の各項目に係る情報を、やむを得ない場合を除き、すべて

提出すること。ただし、食事の提供を行っていない場合など、 「食生活の状況等」

及び「多職種による栄養ケアの課題（低栄養関連問題） 」の各項目に係る情報の

うち、事業所で把握できないものまで提出を求めるものではないこと。

提出情報は、利用者ごとに、以下の時点における情報とすること。

・ ⑴アに係る提出情報は、当該アセスメントの実施時点における情報

・ ⑴イにおける提出情報は、前回提出時以降における情報

提出情報



利用者全員について、

別紙様式５－１ （栄養スクリーニング・アセスメント・モニタリング（通所・居宅）

• 「実施日」

• 「低栄養状態のリスクレベル」

• 「低栄養状態のリスク（状況） 」

• 「食生活状況等」

• 「多職種による栄養ケアの課題（低栄養関連問題） 」

• 「総合評価」

ただ し 、 食事の提供を行っていない場合など 、 「 食 生活の状況等 」 及び 「 多 職種による栄養ケアの課題 （ 低

栄養関連問題 ） 」 の 各項目に係る情報のうち 、 事業所で把握できないものまで提出を求めるものではない

こと 。

提出情報



アセスメントシート



• 基本的な理解としては、各計画書の見直しに関して、フィードバックを組み込
むことを行うというもの

• フィードバックのタイミングが現状で不明であるので、フィードバックが来た
ら、情報共有とカンファレンスを行う仕組みを作っておく→マニュアル化して
おき、記録をとっておくとよい

• フィードバックに必ず従わなければいけないというものではない

• ただし、フィードバックを参考にしたうえ検討し、計画の継続をするならば、
その旨の記録を残しておくべきである

フィードバックに基づくPDCA



まとめ

• 通所、看多機における、栄養アセスメント加算の算定には、 L I F Eへのデータ提
出が必要です

• 提出頻度は3か月に１度です

• フィードバックに基づくPDCAサイクルが必要です


